
                           

 資料３  

 

総理の問題意識 

（冒頭発言案） 

 

○ 冷戦は終了したが、北朝鮮の核開発や弾道ミサイルの問題、国際的

なテロの問題、世界各地で頻発する地域紛争等により、我が国を取り

巻く安全保障環境はむしろ格段に厳しさを増しており、私は総理大臣

としてこのような事態に対処できるよう、より実効的な安全保障体制を

構築する責務を負っている。 

  また、世界の平和と安定なくして日本の平和と安定はないのであり、Ｐ

ＫＯ等の国際的な平和活動に我が国が一層積極的に関与していく必

要性についても多言を要しないところである。 

 

○ まず、国民の生命、財産を守るために、日米同盟がより効果的に機

能するようにすることがこれまでにも増して重要である。同盟国相互の

強固な信頼関係なしに同盟関係は成り立たない。私は、この関係で

は、かねてから申し上げているように、例えば、次の問題意識を有して

いる。 

 

 ・ 第一に、共同訓練などで公海上において、我が国自衛隊の艦船が米

軍の艦船と近くで行動している場合に、米軍の艦船が攻撃されても

我が国自衛隊の艦船は何もできないという状況が生じてよいのか。 



                           

 

  ・ 第二に、同盟国である米国が弾道ミサイルによって甚大な被害を被

るようなことがあれば、我が国自身の防衛に深刻な影響を及ぼすこ

とも間違いない。それにもかかわらず、技術的な能力の問題は別と

して、仮に米国に向かうかもしれない弾道ミサイルをレーダーで捕

捉した場合でも、我が国は迎撃できないという状況が生じてよいの

か。 

 

○ 次に、ＰＫＯを始めとする国際的な平和活動に我が国が一層積極的

に関与していくこととの関係でも、現状には問題がある。日本の要員が

同一の国際的な平和活動に参加している他の諸国の要員と同じチー

ムの一員として、共通の基準を踏まえて活動し、緊密に助け合ってい

かなければ各国の信頼を得ることはできないし、効果的な活動を行う

こともできない。私は、このような観点から、次の問題意識を有してい

る。 

 

  ・ 第一に、国際的な平和活動における武器使用の問題である。例え

ば、同じＰＫＯ等の活動に従事している他国の部隊又は隊員が攻

撃を受けている場合に、その部隊又は隊員を救援するため、その

場所まで駆けつけて要すれば武器を使用して仲間を助けることは

当然可能とされている。我が国の要員だけそれはできないという状

況が生じてよいのか。 

 



                           

 ・ 第二に、同じＰＫＯ等の活動に参加している他国の活動を支援する

ためのいわゆる「後方支援」の問題がある。補給、輸送、医療等、そ

れ自体は武力行使に当たらない活動については、「武力行使と一

体化」しないという条件が課されてきた。このような「後方支援」のあ

り方についてもこれまでどおりでよいのか。 

 

○ また、この懇談会において検討される際には、冒頭申し上げたとおり、

新たな時代状況を踏まえた新たな安全保障政策を構築するに当たって、

新しい時代の日本が何を行い、そして何を行わないのか、明確な「歯止

め」を国民の皆様にお示しすることが重要だと考える。また、これまでの

政府の見解についても念頭に置いていただきたい。 

 

○ この懇談会においては有識者の皆様方の間で、以上の点を念頭に

置きつつも、忌憚のない議論を行って頂き、冒頭申し上げたとおり、国

民の安全を守っていくために最良と思われる方向性につき提言してい

ただくことを期待している。 

 

 

以上 


